
　平成２２年度税制改正においては，近年，グ

ループ法人による一体的な経営が進展してい

る状況を踏まえて，グループ経営の実態に対

応したグループ法人を対象とする税制改正が

行われる。グループ法人を対象とした税制と

しては，既に連結納税制度が存在するが，連

結納税制度は改組され，グループ税制の枠組

みに含まれることになる。今後，連結納税は，

グループ法人相互の関係をさらに推し進めて

グループ法人全体を一つの納税主体とするこ

とが適当であると自ら選択した法人を対象と

した制度として位置付けられると考えられる。

　その他の改正として，資本に関係する取引

等がある。平成１３年の金庫株の解禁等や，会

社法の制定から約４年弱が経過し，自己株式

の取得や組織再編成が増加している。このよ

うな最近の資本等に関係する取引等の実態を

踏まえた税制にする必要があることから資本

に関連する取引等に係る税制改正が行われる。

　本稿では，グループ法人間による譲渡取

引・寄附金及び資本関連取引の改正並びに組

織再編税制に係るその他の改正について解説

する。なお，本稿の執筆時点では税制改正の

内容が十分に明確となっていない部分もある

ことから，解説には多くの推測を含む点をご

留意いただきたい。

�　グループ法人間の譲渡取引
１　現行制度の概要
①　１００％グループ内の法人間の取引

　法人が，資産の譲渡取引を行った場合には，

その資産を時価により譲渡したものとして，

その譲渡利益の額又は譲渡損失の額は益金の

額又は損金の額に算入される。

②　１００％グループ内の法人間の非適格合併

　適格合併とは，被合併法人と合併法人との

間に次のいずれかの関係がある合併で，合併

対価として被合併法人の株主に合併法人株式

等以外の資産（株主等に対する剰余金の配当

等として交付される金銭その他の資産及び合

併に反対する株主等に対するその買取請求に

基づく対価として交付される金銭その他の資

産を除く。）が交付されないものをいう（法

法２十二の八，法令４の２②）。

　イ　一方の法人が他方の法人の発行済株式
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１　グループ法人間の取引（譲渡取引及び寄附金）



等の全部を直接又は間接に保有する関係

（次のロに掲げる関係に該当するものを

除く。）

　ロ　合併前に被合併法人と合併法人との間

に同一の者によってそれぞれの発行済株

式等の全部を直接又は間接に保有される

関係があり，かつ，その合併後にその者

によってその合併法人の発行済株式等の

全部を直接又は間接に継続して保有され

ることが見込まれている場合における被

合併法人と合併法人との間の関係

　適格合併に該当しないものが非適格合併に

該当するが，１００％グループ内の法人間で，

非適格合併となるケースとしては，①同一の

者によって，その発行済株式等のすべてを保

有されている関係があり，その合併対価とし

て金銭等を交付するケースや，②同一の者に

よって発行済株式等のすべてを保有されるこ

とが見込まれないケースがあると考えられる。

　非適格合併の場合において，被合併法人が

合併法人にその有する資産及び負債の移転を

したときは，その合併法人にその移転をした

資産及び負債の合併時における価額による譲

渡をしたものとして，その被合併法人の各事

業年度の所得の金額を計算することとされて

いる（法法６２①）。

③　１００％グループ内の法人間の非適格株式交換等

　適格株式交換とは，株式交換に係る株式交

換完全子法人と株式交換完全親法人との間に

同一の者によってそれぞれの法人の発行済株

式等の全部を直接又は間接に保有される関係

その他一定の関係がある株式交換で，株式交

換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の

株式等以外の資産（株主等に対する剰余金の

配当等として交付される金銭その他の資産及

び合併に反対する株主等に対するその買取請

求に基づく対価として交付される金銭その他

の資産を除く。）が交付されないものをいう

（法法２十二の十六イ，法令４の２⑮）。適

格株式交換に該当しない株式交換が非適格株

式交換となる。

　株式交換が非適格株式交換とされた場合に

は，株式交換完全子法人が非適格株式交換の

直前の時において有する時価評価資産（固定

資産，土地等，有価証券，金銭債権及び繰延

資産（株式交換等の日の属する事業年度開始

の日前５年以内に開始した各事業年度におい

て圧縮記帳の適用を受けた減価償却資産，売

買目的有価証券，含み損益が，１，０００万円又

は資本金等の額の２分の１に相当する金額の

いずれか少ない金額に満たない資産を除

く。））の評価益又は評価損は，当該非適格株

式交換等の日の属する事業年度の所得の金額

の計算上，益金の額又は損金の額に算入する

（法法６２の９）。なお，株式移転についても，

同様の取扱いとなる。

④　連結納税制度の適用を受けている場合の譲渡

取引

　内国法人が連結納税制度を採用している場

合において，連結法人が，固定資産，土地

（土地の上に存する権利を含み，固定資産に

該当するものを除く。），有価証券，金銭債権

及び繰延資産（売買目的有価証券，譲渡直前

の帳簿価額が１，０００万円未満の資産を除く。）

（以下，譲渡損益調整資産）を他の連結法人

に譲渡したときは，その譲渡利益額又は譲渡

損失額に相当する金額は，損金の額又は益金

の額に算入することとされている（法法８１の

１０）。つまり，連結法人間での譲渡損益調整

資産の譲渡取引については，課税が繰り延べ

られることとされている。

　なお，単純な譲渡取引以外にも組織再編に

よる移転についても課税繰延べの対象取引に

なるが，適格合併に該当しない合併又は適格

事後設立により合併法人又は被事後設立法人

に譲渡損益調整資産を移転した場合及び株式

又は出資をその発行をした法人に譲渡した場

合については，課税繰延べの対象取引から除

かれている（法法８１の１０①括弧書き）。
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２　改正案の取扱い

①　内　　　容

　連結法人間取引の損益の調整制度が改組さ

れ，１００％グループ内の内国法人間で一定の資

産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益

を，その移転を受けた法人がその資産のその

グループ外への移転等を行った時に，その移

転を行った法人において計上する制度（以下，

本制度）となる。本制度の導入により，連結

納税の選択の有無にかかわらず，１００％グ

ループ内の内国法人間での取引による譲渡損

益が繰り延べられることになる。なお，適格

事後設立は廃止される。

②　適用対象法人

　グループ税制の適用対象法人の範囲は，平

成２２年度税制改正大綱（以下，大綱）では，

「１００％グループ内の法人」とされている。

１００％グループ内の法人とは，原則として発行

済株式の全部を直接又は間接に保有する関係

（以下，完全支配関係）がある法人をいうが，

「１００％グループ内の法人」とされていること

から連結納税の適用対象となる法人と異なり

外国法人を頂点とする１００％グループ内の法

人や外国法人を介して保有している１００％グ

ループ内の法人も該当すると思われる。また，

同族グループを頂点とする１００％グループ内

の法人も含まれるものと思われる。

　なお，適用対象の範囲には，外国法人又は

個人も含まれると思われるが，下記④でも述

べるように，外国法人又は個人との譲渡取引

については，本制度の適用対象取引に該当し

ないものと思われる。

③　適用対象資産

　１００％グループ内の内国法人間の資産の譲

渡取引の対象となる資産については，大綱で

は明らかにされていない。大綱では「連結法

人間取引の損益の調整制度を改組し」とある

ことから，仮に，連結納税の連結法人間取引

の損益の調整制度と同様の適用対象資産とな

るのであれば，固定資産，土地（土地の上に

存する権利を含み，固定資産に該当するもの

を除く。），有価証券，金銭債権及び繰延資産

（売買目的有価証券，譲渡直前の帳簿価額が

１，０００万円未満の資産を除く。）が適用対象資

産になるものと思われる。

　なお，現行の連結法人間取引の損益の調整

制度では，自己創設の営業権（のれん）につ

いて，譲渡取引前の帳簿価額が存在しないこ

とから，帳簿価額１，０００万円未満の資産とし

て，課税繰延べの適用対象資産から除外され

ている。本制度が現行制度の適用対象資産と

同じである場合には，本制度が導入された場

合であっても，引き続き自己創設の営業権は

課税繰延べの適用対象資産にならないのでは

ないかと思われる。
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グループ法人

①資産譲渡

100% 100%

②外部譲渡

B社 X社

① 時価受入

A社

親法人

① 譲渡損益 
計上繰延

② 譲渡損益 
の実現



④　適用対象取引

　本制度は，１００％グループ内の内国法人間

の資産の移転取引について適用される。また，

グループ法人間の単純な譲渡取引以外にも，

税務上の資産の譲渡とされる取引（例えば，

非適格分割，非適格現物出資や営業譲渡な

ど）も適用対象取引に該当するものと思われ

る。また，大綱では，グループ法人間の非適

格合併による資産の移転についてのみ対象取

引に含まれることが明らかにされている。こ

れは，合併が，他の組織再編行為と異なり譲

渡法人が消滅することになることから，現行

の連結法人間取引の損益の調整では譲渡損益

の繰延べの対象とされていないため，あえて

本制度の対象取引に該当することを明らかに

しているものと思われる。

　なお，対象取引は「内国法人間で一定の資

産の移転」とされていることから，外国法人

や個人との資産の移転取引については，適用

対象にならないものと思われる。

　イ　１００％グループ内の法人間の非適格合併

　　非適格合併が行われた場合には，現行制

度では上記１②で述べたように，合併法人

に被合併法人の有する資産及び負債が，合

併時の価額により譲渡されたものとして，

各事業年度の所得の金額を計算することと

されているが，非適格合併も本制度の対象

取引に該当することとされることから，

１００％グループ内の内国法人間の非適格合

併については，被合併法人の有する資産の

うち，上記③の適用対象資産に該当するも

のについては課税が繰り延べられることに

なる。

　　また，被合併法人において，課税が繰り

延べられることになった損益は，被合併法

人が合併により消滅することから，合併法

人側においてこの繰り延べた損益を何らか

の調整勘定により引き継ぐことになると思

われる。

　　さらに，結果として，合併法人は，被合

併法人の一定の資産を帳簿価額により引き

継ぐことになるから，適格合併の場合と同

様に繰越欠損金及び含み損の実現損失の利

用制限が適用されるのではないかと思われ

る。

　　１００％グループ内の内国法人間の適格合

併と非適格合併を比較すると以下の表のと

おりとなる。適格合併及び非適格合併は，

課税が繰り延べられる（ただし，非適格合

併の場合は一定の資産のみ）という点では

同様であるが，合併対価が，適格合併の場

合には合併法人株式のみであるのに対して，

非適格合併の場合には金銭等のその他の資

産の交付も可能である。
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グループ法人

固定資産、土地等、金銭債権、
有価証券及び繰延資産

100% 100%

簿価1,000万円 
未満の資産、

売買目的有価証券

譲渡損益
の計上

親法人

譲渡損益
の繰延

B社A社



　ロ　１００％グループ内の法人間の非適格株式交換

等

　　１００％グループ内の法人間の非適格株式

交換等については，上記１③で述べた非適

格株式交換等に係る完全子法人等の有する

資産の時価評価制度の対象から除外される。

　　非適格株式交換等に係る完全子法人等の

有する資産の時価評価制度は，株式交換等

が「株式取得を通じて会社財産を間接的に

取得でき，合併と株式交換等は組織法上の

行為による会社財産の取得という点で共通

の行為と見ることができることから，非適

格合併等の場合に被合併法人等の資産につ

いて譲渡損益が計上されることとの整合性

などを図るため，非適格株式交換等の場合

に株式交換完全子法人又は株式移転完全子

法人の有する資産について時価評価により

評価損益の計上を行うこと」（大蔵財務協会

『平成１８年度税制改正の解説』３１３頁）を

趣旨として設けられているものである。そ

のため，上記イのように１００％グループ内

の内国法人間の非適格合併が行われた場合

に譲渡損益が繰り延べられることとの整合

性を図ることから，非適格株式交換等につ

いても，時価評価を行わないことにするも

のと思われる。

　　なお，合併等の対価として一定の外国親

法人株式が交付されるものについては，対
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非適格合併適格合併

金銭その他の資産も可能合併法人株式のみ合併対価

一定の資産につき課税の繰延べ

一定事由により合併法人で繰延

損益を認識する？

全資産の課税の繰延べ資産・負債の課税

時価受入被合併法人の帳簿価額で受入資産・負債の受入

計上する計上しない営業権（資産調整勘定）

発生する発生しないみなし配当

引継ぎできない

（繰延譲渡益との相殺不可）

原則引継ぎできる

（一定の使用制限あり）
繰越欠損金の引継ぎ

利用制限あり？利用制限あり欠損金／含み損の利用制限

引き継がない引き継ぐ利益積立金の引継ぎ

ありありみなし事業年度

グループ法人 グループ法人

＜合併前＞ ＜合併後＞

合併対価（現金）

非適格
合併

80% 100% 100%
20%

A社 A社被合併法人

合併法人 合併法人

譲渡損益
繰延



象取引から除かれる。これは，いわゆる三

角合併が適格合併に該当する場合であって

も，被合併法人の株主に軽課税国に所在す

る外国親法人の株式が交付される場合で，

一定の要件を満たさないものについては，

非適格合併として取り扱われることとの整

合性を図るため，対象取引から除外され，

今後とも譲渡損益の繰延べは適用されない。

三角株式交換の場合も同様である。

⑤　譲渡損益の実現事由

　１００％グループ内の内国法人間の資産の譲

渡取引により繰り延べた損益が，どのような

場合に実現するのかは大綱で明らかにされて

いない。本制度が連結法人間取引の損益の調

整制度を改組し創設される制度であることか

ら，現行制度の譲渡損益の実現事由と同じで

あれば，外部への譲渡，グループ内の法人へ

の２度目の譲渡，１００％グループ内の法人か

らの離脱，譲渡資産の償却，評価替え，貸し

倒れ，除却等が実現事由になると思われる。

　例えば，現行の連結納税制度で，１００％グ

ループ内の法人間で機械を譲渡し，譲渡法人

側で譲渡利益が繰り延べられた場合において，

その後，譲受法人側で減価償却を行ったとき

は，繰り延べた譲渡利益のうち，原則として

次の算式により計算した繰延譲渡利益又は繰

延譲渡損失が実現することになる（法令１５５

の２２③二）。
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グループ法人 グループ法人

＜株式交換前＞ ＜株式交換後＞

80% 100%100% 100%

現金

A株

20%
B社 B社A社 A社

親法人 親法人

時価評価
課税あり

時価評価
課税なし改正

グループ法人

資産
譲渡

100% 100%

X社

親法人

B社A社

償却・評価替え・ 
貸倒れ・除却等

グループ法人
からの離脱

グループ法人へ
の譲渡（二度目）

外部への
譲渡



⑥　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年１０月１日から適用さ

れる。

３　実務上の想定される影響／留意点

①　円滑なグループ内資産配分の促進

　本制度の導入により，１００％グループ内の

内国法人間の一定の資産の移転については，

課税が繰り延べられることになることから，

法人税課税に影響されずにグループ内の資

産・事業の機動的な配分がより一層容易とな

る。

②　現金交付合併等の活用

　上記２で述べたように，１００％グループ内

の内国法人間の非適格合併も本制度の対象と

なることから，一定の資産については課税が

繰り延べられることになるので，１００％グ

ループ内の内国法人間であれば，金銭等を対

価とする合併も実質的に課税繰延べで行うこ

とができるようになると思われる。このよう

に，金銭等を対価とする組織再編を行うこと

ができれば柔軟な組織再編が可能になる。

　例えば，次の図のように，Ｘ社を合併法人，
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計算式

実現利益
又は
実現損失＝

譲受法人において損金算入された
譲渡損益調整資産の償却費の額　

×
繰延譲渡利益
又は

繰延譲渡損失 譲受法人の譲渡損益調整資産の取得価額

グループ法人

機械
譲渡

100%

親法人

A社
償却

機械
• 帳簿価額：100
• 時　　価：200
• 耐用年数：5年（定額法：0.200）

計算例

譲渡時
• 親法人
繰延利益 200－100＝100
• A社
取得価額 200

減価償却時
• 親法人
繰延利益の実現? 100×40/200＝20
• A社
減価償却 200×0.2×12/12＝40

グループ法人 グループ法人

＜合併前＞ ＜合併後＞

100%100%100% 100%
合併 
法人

非適格合併

合併対価
（現金）

被合併法人

A社

B社

A社X社 X社

親法人 親法人

譲渡損益
繰延

繰延
損益

繰延損益
引継ぎ?



Ｂ社を被合併法人とするケースにおいて，合

併法人であるＸ社株式を合併対価とする場合

には，Ａ社がＸ社株式を保有することになる

ため，親法人とＸ社との間の１００％支配関係

が崩れることになり，当該１００％の支配関係

に戻すためにはＡ社株式を親法人に譲渡等す

る必要がある。一方，合併対価としてＡ社に

現金を交付する場合には，親法人によるＸ社

に対する１００％支配関係を継続することがで

き，資本関係を複雑とすることなく組織再編

を行うことが可能になる。金銭等を対価とす

る合併は，複雑になっているグループ内の資

本関係を整理する場合などに，資産の含み損

益を実現する必要のない有効な組織再編の方

法として今後検討の余地があると思われる。

　なお，非適格合併が１００％グループ内の内

国法人間の取引として課税が繰り延べられる

ことになった場合であっても，上記で述べた

ように自己創設の営業権（のれん）について

は，帳簿価額１，０００万円未満の資産として繰

延べの対象から除外され，課税が生じるので

はないかと思われるため留意する必要がある。

③　本制度の導入により想定されるデメリット

　イ　含み益又は含み損の実現機会の先送り

　　現行法では，含み益資産又は含み損資産

を有する法人は，その資産をグループ内の

法人に譲渡することによって，含み益又は

含み損を実現しつつ，グループ内で資産の

支配・使用を継続することが可能であるが，

本制度の導入により，１００％グループ内の

内国法人間の譲渡取引が繰延べとなること

から，現行と比較すると含み益又は含み損

を実現することが困難になると思われる。

　　例えば，含み損を実現することによって

課税所得と含み損を相殺させることや，繰

越欠損金を有しているが，所得がないため

繰越欠損金が切り捨てられるような場合に，

保有している含み益資産をグループ法人に

譲渡することによって，含み益を実現させ

て繰越欠損金の有効活用することが難しく

なると思われる。

　ロ　事務手続き負担の増大

　　１００％グループ法人間の譲渡取引により

繰り延べられた譲渡損益は，外部への譲渡，

譲受法人の償却，貸倒れ，評価替え，除却

等の事由により，譲渡損益が実現すること

になると思われるため，１００％グループ法

人へ資産を譲渡した後，譲渡法人は譲受法

人でこれらの実現事由が生じたかどうかモ

ニタリングする必要がある。譲渡法人と譲

受法人が直接の親子関係にある場合には，

譲受法人においてこれらの事由が生じたか

どうか把握することは比較的容易であるが，

譲渡法人と譲受法人との関係が，完全支配

関係にあるものの，直接支配ではなく間接

支配のような場合や兄弟関係の場合におい

ては，譲渡法人が譲受法人でこれらの事由

が生じたかどうか把握することが困難な場

合もあると思われるため，より一層，グ

ループ親会社が主導権を持ってグループと

しての税務管理体制を構築する必要がある

と思われる。

　　その他，グループ法人間で資産の譲渡取

引を行う場合には，譲渡法人と譲受法人と

の間に完全支配関係の有無を確認する必要

があるなど，本制度の導入により，現行法

と比較して事務手続きが増大すると思われ

る。

�　グループ法人間の寄附金
１　現行制度の概要

　内国法人が，各事業年度において支出した

寄附金（一定のものを除く。）の合計額のうち，

損金算入限度額を超える部分の金額は，各事

業年度の所得の金額の計算上，損金の額に算

入されない（法法３７①）。一方，寄附を受け

た内国法人については，その寄附を受けた金

額が，受贈益として益金の額に算入される

（法法２２）。つまり，現行法では，支出法人

及び受領法人のいずれにおいても課税が行わ
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れる。

２　改正案の取扱い

①　内　　　容

　１００％グループ内の内国法人間の寄附金に

ついて，支出法人において全額損金不算入と

されるとともに，受領法人において全額益金

不算入とされる。

　つまり，寄附を行った場合であっても，

１００％グループ内で考えれば課税が発生しな

いことになるため，法人税の影響によらず，

寄附による１００％グループ内の内国法人間で

の金銭等のやり取りが可能になるものと思わ

れる。今後，１００％グループ内の内国法人間

での資金のやり取りについては，これまでの

株式出資や貸付金といった方法のほかに，

１００％グループ内の内国法人間の寄附による

方法も選択肢として検討する余地があると思

われる。

　なお，連結法人間で寄附を行う場合につい

ても，同様の取扱いとなる。

②　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年１０月１日から適用さ

れる。

３　実務上の留意点

①　債権放棄と寄附の関係

　親法人が子法人に対して債権放棄を行う場

合において，当該債権放棄が，債権放棄等に

至った事情等からみて経済的合理性を有する

と認められるときは，債権放棄を行った法人

側では，債権放棄損が計上され損金算入され

るとともに，債務免除を受けた法人側では，

債務免除益が計上され益金算入されることに

なる。

　一方で，当該債権放棄が，経済的合理性を

有しないとして，税務上，親会社から子会社

への寄附であると認められる場合において，

親会社と子会社との間に完全支配関係がある

ときは，債権放棄を行った法人側では，当該

債権放棄損は，寄附金として全額損金不算入

されるとともに，債権放棄を受けた法人側で

は，債務免除益が受贈益として全額益金不算

入されることになる。

　このように，現行の制度では，債権放棄が

税務上債権放棄として取り扱われるのか，寄

附として取り扱われるかによって，課税関係

が大きく異なる。現行の債権放棄の取扱いの

枠組みが今後とも維持される場合には，損金

算入が認められる債権放棄と，寄附とされる

債権放棄のいずれに該当するのかの判断は，

今後とも重要であると思われる。
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グループ法人 グループ法人
＜現行＞ ＜改正案＞

寄附 寄附

（＊） 限度額を超える部分
限度額：課税所得 × 1.25% + 資本金等の額 × 0.125%

100% 100%

親法人 親法人

子法人 子法人

受贈益
益金算入

受贈益
益金不算入

寄附金の
損金不算入（＊）

寄附金の
損金不算入



�　グループ法人間の現物配当の改正
１　現行制度の概要
　内国法人が，親法人に対して，現物配当を

行った場合には，その現物配当を行った時の

価額により，現物配当を行った資産の譲渡が

あったものとして，現物配当資産の帳簿価額

と時価との差額が，その譲渡利益の額又は譲

渡損失の額として，益金の額又は損金の額に

算入される。

　一方，現物配当を受けた親法人は，現物配

当資産の配当時の時価相当額を配当金として

認識し，受取配当等の益金不算入の規定の適

用を受ける（法法２３①）。

　また，現物配当を行った場合には，通常の

配当と同様に，源泉税が課される。

２　改正案の取扱い

①　内　　　容

　１００％グループ内の内国法人間で現物配当

（みなし配当を含む。）が行われた場合には，

組織再編税制の一環として位置づけ，譲渡損

益の計上を繰り延べる等の措置が講じられる。

当該現物配当に係る源泉徴収等は不要になる。

　現物配当を支払う法人においては，譲渡損

益の計上が繰り延べられることとなるが，現

物配当を受ける法人が現物配当により取得し

た資産を時価又は簿価のいずれで受け入れる

のかについては大綱では明らかとされていな

いものの，現物配当を組織再編税制の一環と

して位置づけるとしていることから，適格組

織再編として簿価により現物配当された資産
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グループ法人 グループ法人

＜損金算入が認められる場合＞ ＜寄附となる場合＞

債権放棄 債権放棄100% 100%

親法人 親法人

子法人 子法人

債務免除益
益金算入

債務免除益
益金不算入

債権放棄損
損金算入

寄附金の
損金不算入

グループ法人 グループ法人
＜現行＞ ＜改正案＞

現物配当：100
（益金不算入）
源泉税：20

現物配当
：100又は80
（益金不算入）
源泉税：0

100% 100%

親会社 親会社

A社 A社

譲渡損益：20 時価：100
簿価：80

譲渡損益：0
（損益繰延：20）

時価：100
簿価：80

時価
譲渡

課税
繰延



を引き継ぐことが想定される。

　なお，現物配当された資産を簿価により引

き継ぐ場合には，租税回避を防止するため，

適格組織再編税制と同様の繰越欠損金，特定

資産譲渡等損失の利用制限が適用されるので

はないかと思われる。

②　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年１０月１日から適用さ

れる。

３　実務上の留意点

　現物配当の譲渡損益が繰り延べられること

によって，新たに孫会社を子会社化するため

の選択肢が増えると思われる。

　現行法において，孫会社を子会社化する方

法としては，主に，①孫会社株式の単純譲渡，

②子法人から親法人への分割型分割，③子法

人から親法人への孫会社株式の現物配当の３

つの方法がある。①と③の方法は，時価によ

る譲渡として，譲渡損益の計上が必要である

が，②の分割型分割は適格要件を満たす限り

においては課税を繰り延べることができるこ

とから，税務上の観点からは，②の分割型分

割の方法を採用することが一般的であったと

思われる。しかしながら，分割型分割の方法

による孫会社の子会社化は，他の方法と比較

して必要とされる手続が多く，また，実行に

より多くの時間を要すると言われてきた。

　現物配当の譲渡損益の計上が繰り延べられ

ることになれば，分割型分割の手続的及び時

間的な問題が解消されることとなり，容易に

孫会社の子会社化を行うことができると思わ

れる。ただし，現物配当を行う子会社におい

て，配当可能利益がない場合には，分割型分

割によって孫会社化をすることは引き続き有

効な方法であると思われる。

�　受取配当等益金不算入の改正
１　現行制度の概要
①　受取配当等益金不算入の内容

　内国法人が受ける剰余金の配当等（外国法

人等から受ける一定のものを除く。以下，配

当等の額）のうち，関係法人株式等に係る配

当等の額（控除負債利子がある場合には，控

除負債利子を控除した額）は，その内国法人

の各事業年度の所得の金額の計算上，益金の

額に算入しない（法法２３①）。

　連結法人株式等に係る配当等の額について

は，控除負債利子を控除せずに，その全額が

益金の額に算入されない。

　なお，連結法人株式等及び関係法人等のい

ずれにも該当しない株式等に係る配当等の額

（控除負債利子がある場合には，控除負債利

子を控除した額）については，その１００分の

５０に相当する金額を益金の額に算入しない。

②　控除負債利子

　控除負債利子とは，いずれかの方法により

計算した金額をいう。
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グループ法人 グループ法人

100%
100%

100%

100%

現物配当
（B社株）

現物配当

B社

B社
A社

A社

親法人 親法人

課税
繰延

譲渡損益繰延
源泉徴収不要



　イ　総資産按分法（法令２２①，②）

　　�　連結法人株式等及び関係法人株式等

のいずれにも該当しない株式等

　　　内国法人が支払う負債利子の額に，配

当を受けた事業年度末及びその前事業年

度末（以下，当期末及び前期末）の総資

産の帳簿価額（その他有価証券に係る評

価損益等相当額を加減算する。）の合計額

のうちに，当期末及び前期末の連結法人

株式等及び関係法人株式等のいずれにも

該当しない株式等及び特定株式投資信託

の受益権の帳簿価額の合計額と当期末及

び前期末の証券投資信託の受益権の帳簿

価額の２分の１（又は４分の１）相当額

の合計額の占める割合を乗じて計算した

金額

　　�　関係法人株式等に係るもの

　　　内国法人が支払う負債利子の額に，当

期末及び前期末の総資産の帳簿価額（そ

の他有価証券に係る評価損益等相当額を

加減算する。）の合計額のうちに，当期

末及び前期末の関係法人株式等の帳簿価

額の合計額の占める割合を乗じて計算し

た金額

　ロ　簡　便　法（法令２２③）

　　�　連結法人株式等及び関係法人株式等

のいずれにも該当しない株式等

　　　内国法人が支払う負債利子の額に，基

準事業年度に支払う負債利子の額の合計

額うちに，上記②イ�の方法によって計

算した基準年度の控除すべき負債利子の

額の合計額の占める割合を乗じて計算し

た金額

　　�　関係法人株式等に係るもの

　　　内国法人が支払う負債利子の額に，基

準事業年度に支払う負債利子の額の合計

額うちに，上記②イ�の方法によって計

算した基準年度の控除すべき負債利子の

額の合計額の占める割合を乗じて計算し

た金額

　　　基準事業年度とは，平成１０年４月１日

に存する内国法人の平成１０年４月１日か

ら平成１２年３月３１日までの２年間に開始

した各事業年度をいう。

２　改正案の取扱い

①　控除負債利子の改正

　内国法人が，１００％グループ内の内国法人

から受ける剰余金の配当等について益金不算

入制度を適用する場合には，現行の連結法人

から受ける配当等と同様に，負債利子控除を

適用しないこととされる。つまり，１００％グ

ループ内の内国法人からの剰余金の配当等に

ついては，その全額が益金に算入されないこ

とになる。

②　簡便法の改正

　上記１②ロの控除負債利子の計算の簡便法

について，基準事業年度が見直されることに

なる。
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グループ法人

配当
100%

親法人

A社

• 配当金：100
• 控除負債利子：100

現行
• 親法人
配当課税 100－(100－100)＝100 税額 40

改正案
• 親法人
配当課税 100－ 100＝0  税額 0



③　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年４月１日から適用さ

れる。

�　１００％グループ内の内国法人の株
式を発行法人に対して譲渡する等の
場合の取扱い

　１００％グループ内の内国法人の株式を発行

法人に対して譲渡する等の場合には，その譲

渡損益を計上しないこととなる（詳細は，本

誌「みなし配当の際の譲渡損益・グループ子

法人株式の発行法人への譲渡による譲渡損

益」参照）。

�　グループ法人間の無対価組織再編
の取扱いの明確化

１　現行制度の概要（無対価組織再編の例）

　無対価組織再編については，平成２２年１月

２５日現在国税庁のホームページで，「吸収分

割に当たり，分割承継法人から分割法人に株

式の割当てを行わない場合の適格判定（分割

型分割）」，「子会社を分割承継法人とする分

割において対価の交付を省略した場合の税務

上の取扱いについて（分社型分割）」が質疑

応答事例として公表されている。

①　「吸収分割に当たり，分割承継法人から分割法

人に株式の割当てを行わない場合の適格判定（分

割型分割）」

　親会社が，直接１００％保有する子会社との

間で，親会社を分割承継法人，子会社を分割

法人とする分割を行うものとする。当該分割

を分割型分割として，当該分割に際して分割

承継法人株式を交付したとしても，剰余金の

配当を経て結局分割承継法人が自己株式とし

て保有することとなるため，これを省略する，

すなわち株式の交付を行わない旨を吸収分割

契約書（案）において明らかにしている。ま

た，当該分割は，分割対価として，分割承継

法人株式以外の資産も一切交付せず，分割後

においても親会社（分割承継法人）と子会社

（分割法人）の間で１００％の親子関係が継続

する見込みである。

　当該分割の場合は，次の理由により分割型

分割に該当するとされる。

　・　吸収分割契約書（案）において，分割

法人への分割承継法人株式の交付及び分

割法人から分割承継法人への分割承継法

人株式の配当が省略されていることが明

らかであること

　・　分割型分割として実際に株式が交付さ

れた場合の分割後の分割承継法人の株主

構成及び分割承継法人と分割法人の資本

関係が何ら変わらないこと

　・　実務上株式割当等を省略した場合に，

法人税法上，従前どおり株式割当等が

あったものとして法人税法の規定を適用

することは，立法趣旨に反しないと思わ

れること

　また，次の理由から法人税法第２条第１２号

の１１に規定する適格分割の要件を満たし，同
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グループ法人 グループ法人
＜分割前＞ ＜分割後＞

分割型
分割

分割対価
（省略）

100% 100%

分割
承継法人

分割
承継法人

分割法人 分割法人



条第１２号の１２に規定する適格分割型分割に該

当する。

　・　分割に際して，分割法人の株主である

分割承継法人に株式以外の資産が交付さ

れないものであること

　・　分割前に分割承継法人と分割法人との

間に当事者間の完全支配関係があり，分

割後も当該完全支配関係が継続すること

が見込まれていること

②　「子会社を分割承継法人とする分割において対

価の交付を省略した場合の税務上の取扱いにつ

いて（分社型分割）」

　親会社が，１００％を直接保有する子会社と

の間で，親会社を分割法人，子会社を分割承

継法人とする吸収分割を行う。当該分割は，

親会社（分割法人）が子会社（分割承継法人）

の発行済株式の全部を保有しているため，仮

に子会社が親会社に分割対価として子会社の

株式を交付したとしても，親会社の保有する

子会社の株式数が増加するのみで親会社と子

会社との１００％親子関係に変動はないことか

ら，当該分割に係る分割契約書において，「甲

（親会社）は乙（子会社）の発行済株式の全

部を所有しているため，本件吸収分割に際し，

乙は甲に対して，株式，金銭その他の財産の

交付を行わない。」こと（対価の省略を行う

こと）を定める。また，本件分割後において

も，親会社は子会社の発行済株式の全部を保

有する予定である。

　このような分割は，以下のとおり，適格要

件を満たし，適格分社型分割に該当すること

となる。

　・　本件分割は対価の省略を行ったもので

あり，資本関係に変動が生ずることはな

く，かつ，従来から親会社が有している

子会社の株式の価値に移転事業の価値に

相当する増加が生ずることから，分割承

継法人の株式を交付しているものと同視

し得るものであり，本件分割は上記１の

要件を満たすと解することが相当です。

　・　本件分割については，分割後において

も親会社は子会社の発行済株式の全部を

保有する予定であること

２　改正案の取扱い

①　内　　　容

　１００％グループ内の法人間で行われる無対

価組織再編成について，その処理の方法等を

明確化するとされているものの，具体的な内

容は大綱では明らかにされていないが，上記

１①及び②のような無対価組織再編について

明らかにするものであると思われる。

②　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年１０月１日から適用さ

れる。
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グループ法人 グループ法人
＜分割前＞ ＜分割後＞

分社型
分割

分割対価
（省略）

100% 100%

分割法人 分割法人

分割
承継法人

分割
承継法人



�　適格合併等の場合の欠損金の制限
措置等の改正

１　現行制度の概要
　適格合併等の場合の欠損金の制限措置等は，

例えば，繰越欠損金等を有するグループ外の

法人を一旦グループ内の法人とした上で，グ

ループ内の他の法人と組織再編成を行うこと

によって繰越欠損金等を引き継ぐような租税

回避を防止する目的で設けられているもので

ある。

　しかしながら，現行制度では，新たに設立

した法人をその後継続して１００％保有し，そ

の後合併する場合のように，同一のグループ

内の合併であっても，グループ外の法人の繰

越欠損金等を引き継ぐ場合の制限規定と同様

の制限を受ける場合があり，円滑な企業組織

再編の障害となっているのではないかと言わ

れてきた。

２　改正案の取扱い

①　内　　　容

　大綱では，「適格合併等の場合における欠損

金の制限措置等について，実態に応じて適用

要件を見直す」こととされているが，その具

体的な内容については明らかとされていない。

ただし，平成２１年１１月１９日の税制調査会資料

「平成２２年度税制改正要望の評価結果に対す

る意見等」（経済産業省）によると，「その設

立時から継続的に特定資本関係にある法人と

の間で組織再編を行った場合を適用除外とす

る」とされている。また，単純に法人を新設

した場合以外にも，例えば，新設分社型分割

や現物出資により設立した法人でその設立後

継続して１００％保有している法人をその設立

から５年以内に吸収合併する場合についても，

当該制限措置等の適用除外の対象になると思

われる。

②　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年１０月１日から適用さ

れる。

�　分割型分割のみなし事業年度の
　廃止
１　現行制度の概要

　分割型分割が事業年度の中途において行わ

れる場合には，その分割法人の事業年度開始

の日から分割型分割の日の前日までの期間及

び分割型分割の日からその事業年度終了の日

までの期間を一事業年度とみなし，それぞれ

の事業年度において確定申告を行うことにな

る（法法１４三）。また，連結法人間で分割型

分割を行う場合も，分割法人の連結事業年度

開始の日から分割型分割の日の前日までの期

間及び分割型分割の日からその連結事業年度

終了の日までの期間を一事業年度として，連

結納税の下での単体申告を行うことになる。
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３　組織再編成に係るその他の改正

新設
分社型
分割

利用・引継が
可能に?

吸収
合併100% 100%

親法人 親法人

A社 A社

• 5年以内
• 共同事業要件を
満たせない

NOLs NOLs

NOLs

利用制限
あり



２　改正案の取扱い

①　内　　　容

　分割型分割については，みなし事業年度を

設けないこととされる。分割型分割のみなし

事業年度が廃止されることとなれば，申告手

続きが不要となり，事務手続きが簡便になる

と思われる。特に連結納税制度の場合，これ

までは連結納税間で分割型分割が行われる場

合には，連結納税から離脱しないにも関わら

ず，みなし事業年度が生じ，連結納税制度の

下で単体申告を行う必要があったが，今後は，

みなし事業年度が廃止され，単体申告が不要

になることから，簡便な手続きになると思わ

れる。

　ただし，分割型分割が適格分割型分割であ

る場合には，分割法人の利益積立金を分割承

継法人に引き継ぐこととなるため，みなし事

業年度を設けない場合には，どの時点の利益

積立金を分割承継法人に引き継ぐのか，分割

型分割時の利益積立金を引き継ぐ場合には，

どのように計算をするのかは明らかにされて

いないので，留意する必要があると思われる。

②　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年１０月１日から適用さ

れる。

�　売買目的有価証券，未決済デリバ
　ティブ取引に係る契約等が適格分社
　型分割により移転する場合の改正
１　現行制度の概要

　適格分社型分割により，売買目的有価証券

等を分割法人から引き継いだ場合には，みな

し事業年度がないことから，当該売買目的有

価証券等は，分割法人の帳簿価額により引き

継ぎ，事業年度終了時に，引き継いだ帳簿価

額と時価との差額が，評価益又は評価損とし

て益金の額又は損金の額に算入される。一方，

適格分割型分割の場合には，分割法人におい

て，最後事業年度に売買目的有価証券等の時

価評価益又は評価損を計上し，分割承継法人

においては，分割型分割の日の属する事業年

度の所得の金額の計算上，当該評価益又は評

価損を損金の額又は益金の額に算入する，つ

まり，分割法人で計上された評価益又は評価

損を戻し入れることになる。

２　改正案の取扱い

①　内　　　容

　売買目的有価証券・未決済デリバティブ取

引に係る契約等を適格分社型分割等により移

転する場合の処理について整備が行うとされ

ているが，その具体的な内容は明らかではな

いものの，現行の適格分割型分割の処理と同

様の取扱になることが予想される。

②　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年１０月１日から適用さ

れる。
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分割型
分割

分割型分割
改正

X1/4/1

X1/4/1

X2/4/1分割承継
法人

分割法人

申告不要 申告不要

みなし事業年度廃止



�　合併類似分割型分割の廃止
１　現行制度の概要

　合併類似適格分割型分割＊が行われた場合

において，当該合併類似適格分割型分割に係

る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の

日前７年以内に開始した各事業年度において

生じた欠損金額があるときは，当該合併類似

適格分割型分割に係る分割承継法人において，

当該欠損金額を引き継ぐことができる（法法

５７②）。しかしながら，分割法人と分割承継

法人との間に特定資本関係（いずれか一方の

法人が他方の法人の発行済株式等の総数の

５０％超の株式等を直接又は間接に保有する関

係等をいう。）があり，かつ，当該特定資本

関係が当該分割承継法人の当該当該合併類似

適格分割型分割に係る当該合併類似適格分割

型分割の日の属する事業年度開始の日の５年

前の日以後に生じている場合において，みな

し共同事業要件を満たせないときは，原則と

して，欠損金の引き継ぎを行うことはできな

い（法法５７③）。

　＊　合併類似分割型分割とは，次に掲げる

要件のすべてに該当するものをいう。

　　イ　分割型分割に係る分割法人の当該分

割型分割前に営む主要な事業が当該分

割型分割に係る分割承継法人において

当該分割型分割後に引き続き営まれる

ことが見込まれていること

　　ロ　分割型分割に係る分割法人の当該分

割型分割の直前に有する資産及び負債

の全部が当該分割型分割に係る分割承

継法人に移転すること

　　ハ　当該分割型分割に係る分割法人を当

該分割型分割後直ちに解散することが

当該分割型分割の日までに当該分割法

人の株主総会又は社員総会において決

議されていること

２　改正案の取扱い

①　内　　　容

　合併類似適格分割型分割制度が廃止される

ことになり，合併類似適格分割型分割により

繰越欠損金を引き継ぐことができないことに

なる。ただし，実際に合併類似分割型分割に

より繰越欠損金を引き継ぐ事例はそれ程多く

なかったものと考えられ，合併類似適格分割

型分割制度が廃止された場合であっても実務

的な影響は小さいものと思われる。

②　適 用 時 期

　この規定は，平成２２年１０月１日から適用さ

れる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（了）
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＜分割前＞ ＜分割後＞

100%100%100% 100%

合併類似
分割型分割

引継ぎ不可に

分割
承継法人

分割
承継法人分割法人 分割法人

親法人 親法人

NOLs

• 主要な事業の継続
• 資産及び負債の全部の移転
• 分割日までに解散決議

NOLs
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